
 

 

第８６号議案 指定管理者の指定について 

 

 

１．管理を行わせる施設 

 （１）名 称  品川区立ぷりすくーる西五反田 

 （２）所在地  品川区西五反田三丁目９番９号 

 

２．指定管理者候補者 

 （１）名 称  社会福祉法人福栄会 

 （２）代表者  理事長 西村 信一 

 （３）所在地  東京都品川区東品川三丁目１番８号 

 

３．指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

４．指定管理者候補者の選定 

  施設の設置目的や事業内容などに特別な理由がある場合は、公募によらず特定

の事業者を選定することができるものとする「品川区指定管理者制度の活用に係

る基本方針」の規定に基づき、公募方式によらず現行の指定管理者を指定管理者

候補者として特定して選定した。 

選定にあたっては、指定管理者候補者選定予備委員会での審議を経た後、指定

管理者候補者選定委員会にてプレゼンテーションおよびヒアリングを実施した上

で、総合的に審議し選定した。 

 

５．指定管理者候補者の選定までの経緯 

  別紙「品川区立就学前乳幼児教育施設（品川区立ぷりすくーる西五反田）指定

管理者候補者選定結果等報告書」のとおり 

 

６．今後のスケジュール 

  指定管理者の指定議決後、指定管理者指定通知書を送付し、管理運営等に関す

る協議を行った上で、協定を締結する。 

 

文 教 委 員 会 資 料 
令和５年１１月２７日 
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品川区立就学前乳幼児教育施設 
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指定管理者候補者選定結果等 

報 告 書 

令和５年９月７日 
品川区子ども未来部公の施設の 
指定管理者候補者選定委員会 
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本報告書は、品川区立就学前乳幼児教育施設（品川区立ぷりすくーる西五反田）の指
定管理者候補者を選定するにあたり、「子ども未来部指定管理者候補者選定予備委員会」
および「子ども未来部指定管理者候補者選定委員会」における審査の経過ならびに結果
について報告するものである。 

品川区指定管理者制度活用に係る基本方針では、「多様化する区民ニ−ズを的確に捉え
た満足度の高いサ−ビスを効果的・効率的に提供するため、公の施設の管理に民間事業
者の能力やノウハウを活用しつつ、区民サ−ビスの向上と経費の節減を図る」としてお
り、区として指定管理者制度の活用を進めている。 

「子ども未来部指定管理者候補者選定予備委員会」および「子ども未来部指定管理者
候補者選定委員会」は、このような視点を踏まえた上で、品川区立ぷりすくーる西五反
田の設置目的を最大限に活かし、効率的・効果的に区民サ−ビスを提供することができ
る候補者の選定を行った。 

審査にあたっては、厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の
下に結論を導き出すよう努めた。 

  品川区立ぷりすくーる西五反田の指定管理者候補者には、これまでの運営実績を十分に
踏まえるとともに、現状の課題をとらえ、将来を見据えた提案もあるなど、条例に規定す
る指定管理者の適性を満たすものであった。 

 

 令和５年９月７日 

子ども未来部指定管理者候補者選定委員会 

                 委員長 久保田 善行 
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Ⅰ   選定した指定管理者候補者について 
1 選定した指定管理者候補者 

名称 社会福祉法人 福栄会 

代表者 理事長 西村 信一 

所在地 東京都品川区東品川三丁目１番８号 
 

２ 対象施設 

施設の名称  

品川区立ぷりすくーる西五反田 東京都品川区西五反田三丁目９番９号 
 

３ 指定期間  
 令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで（５年間） 
 
４ 候補者選定方式・理由 
  
 
 
 
 

 

 

５ 評価項目・配点 

  別添のとおり。 
 
６ 選定理由 

（１）前指定管理者からスムーズな移行を実現し、安定した運営状況が確認できた。 

（２）社会福祉法人として高齢者施設・障害者施設を多く運営していることの経験、ノウハ
ウを、就学前乳幼児教育施設での特別に支援が必要な児童、その保護者への対応に生か
している。 

（３）区が目指している幼保連携型認定こども園への移行について、提案内容から同じ目的
を持っていることが確認でき、また人員体制についても概ね全ての職員が保育士資格・
幼稚園教諭の両方の資格・免許をもっている。 

施設の設置目的や事業内容などに特別な理由がある場合は、公募によらず特定の
事業者を選定することができるものとする「品川区指定管理者制度の活用に係る基
本方針」の規定に基づき、公募方式によらず現行の指定管理者を指定管理者候補者
として特定して選定した。 
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Ⅱ 選定対象事業者について 

  

社会福祉法人 福栄会 東京都品川区東品川三丁目１番８号 

 

 Ⅲ 選定経過について 
1 指定管理者候補者選定予備委員会の概要 

 選定対象事業者から提出された申請書類および計画書類について、今後の施設運営計
画、過去の施設運営実績、財務分析の評価などを基に総合的な審査を行った。 

（１） 選定予備委員会委員名簿 

委員長 柏原 敦 品川区子ども未来部長 

副委員長 立木 征泰 品川区子ども未来部保育課長 

委員 藤村 信介 品川区子ども未来部子ども育成課長 
委員 石井 健太郎 品川区子ども未来部保育支援課長 
委員 今井 達也 品川区子ども未来部保育教育運営担当課長 

 

（２） 指定管理者候補者選定予備委員会の開催概要 

 日  時 令和５年９月１日（金曜日） 15 時から 15 時 45 分 

 場  所 第二庁舎８階 研修室 

 審議内容 提案内容および財務分析結果検討 

      総合評価（指定管理者候補者選定委員会への報告事項）検討 

 

（３）指定管理者候補者選定予備委員会の審議内容 

今後の施設運営計画、過去の施設運営実績の書面審査、財務分析の評価等を行った。 

<財務状況評価> 
  選定対象事業者より提出された財務諸表を基に、財政規模・収益性・安全性 

について、数値等の分析により安定的かつ継続的に指定管理業務を行うことが 

できるか否か評価した。 
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（４） 会議要旨 

  各委員が総合的に評価した内容について、意見を述べた。 

委員の意見 

（１）前指定管理者であるＮＰＯ法人からの移行について 

NPO 法人で働いていた職員の大多数がそのまま福栄会で働くこととなり、開設当初
から培ってきた運営ノウハウが福栄会にスムーズに取り入れられ、人の部分、運営の部
分ともにスムーズに移行できたと感じている。 

（２）安全確保への取り組みについて 

指定管理ではあるが区立として運営しているため、基本的な取り組みは区の保育園、
幼稚園等と同じような扱いであり、事故・けがの際は保育課へも共有している。 

また、独自でマニュアル等の見直しも行い、区の保育課とも密接に連携しながら安全
確保に取り組んでいることが確認できた。 

（３）１期目の成果について 

社会福祉法人として高齢者施設、障害者施設を運営していおり、その強みを生かした
保育・教育理念である。また、障害児者支援施設の指定管理も受けており、その強みも
生かしている印象がある。 

 

（５） 選考基準に基づく採点表 

 選定予備委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査を実施した。 

順
位 

事業者の名称 
提案内容評価 

(満点 450 点) 

財務状況評価 

(満点 50 点) 

総合点数 

（満点 500） 

１ 社会福祉法人福栄会 382 40 422 

※評価基準は別添のとおり 
 

２ 指定管理者候補者選定委員会の概要 

 応募団体のプレゼンテ−ション・ヒアリングのほか、指定管理者候補者選定予備委員会
の審査結果を参考にしつつ、提案事項、過去の施設運営実績、財務分析の評価を行い、指
定管理者候補者を選定した。 
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（１） 選定委員会委員名簿 

委員長 久保田 善行 品川区企画部長 
委員 吉田 正幸 株式会社保育システム研究所 代表 
委員 塚田 耕太郎 塚田法律事務所 弁護士 
委員 柏原 敦 品川区子ども未来部長 

 

（２） 指定管理者候補者選定委員会の開催概要 

 日  時 令和５年９月７日（木曜日） 15 時から 16 時 5 分 

 場  所 本庁舎５階第五委員会室 

 審議内容 提案内容・財務分析結果 

応募団体のプレゼンテ−ション、ヒアリング 

指定管理者候補者選定予備委員会の審査結果 

指定管理者候補者の選定 

 

（３） 選定予備委員会の審査の経過および結果について 

 指定管理者候補者選定予備委員会の審査の経過および結果について報告した。 

 

（４） 指定管理者候補者選定委員会審議内容 

ア プレゼンテ−ションおよびヒアリング 

  各事業者がそれぞれプレゼンテ−ションを行った後、ヒアリングを行い、選定基準によ
り審査した。 

イ 財務分析等について 
  公認会計士による財務状況分析について説明を行った。 

＜財務状況評価＞ 
   事業者より提出された財務諸表を基に、財政規模・収益性・安全性について、数値等

の分析により安定的かつ継続的に指定管理業務を行うことができるか否か評価した。 
 

（５） 会議要旨 

 各委員が各候補者の提案内容の評価について審議した。 
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委員の意見 

（１）配慮を必要とする園児への支援について 

臨床心理士の意見をもとにケース会議を開き、一人ひとりの園児に対し職員が共有
し、同じように関わっていける体制が整っていることが確認できた。 

（２）保育士の質の向上のための取り組み 

区のプログラムを実施するとともに、法人による研修、東京都の研修などそれぞれの
職員の適正にあった研修を受講し、人材育成に取り組んでいた。 

（３）地域との連携について 

新型コロナウイルス感染症により、ここ数年は連携ができていなかったが、今年度か
らシルバーセンターや小学校との連携を予定しており、地域に対し積極的な姿勢が感じ
られた。 

（４）認定こども園化について 

 数名を除き、概ね全ての職員が保育士資格・幼稚園教諭の両方の資格・免許を持って
おり、将来的に幼保連携型認定こども園の移行を目指している区の方針に沿った人員体
制であることが確認できた。 

 

（６） 選考基準に基づく採点表 

選定委員の評価点数を合計し、全委員の点数の合計により審査を実施した。 

順
位 

事業者の名称 
提案内容評価 

(満点 360 点) 

財務状況評価 

(満点 40 点) 

総合点数 

（満点 400） 

１ 社会福祉法人福栄会 288 30 318 

 

 

Ⅳ  最終選定結果について 
 選考基準に基づき審査した結果、当該施設の指定管理者として適格であると判断したた
め、品川区立就学前乳幼児教育施設（ぷりすくーる西五反田）の指定管理者候補者として
選定する。 

 




